報告第２号
伊賀地区社会福祉協議会合併協議会合併協議項目調整方針
◎基本的協定項目

１．合併の方式に関すること
　　新設合併とする。

２．合併の期日に関すること
　　行政に合わせる。

３．新社会福祉協議会の名称に関すること
　　新市名を冠とする。

４．新社会福祉協議会事務所の位置に関すること
　　主たる事務所と従たる事務所を置く。
５．財産及び債務の取り扱いに関すること
　　関係社協の所有する財産および債務は、原則として全て新社協に引き継ぐものとする。
◎その他必要協定項目

６．定款に関すること
新定款に関しては、モデル定款に準じて作成する。
７．役員等の定数及び任期、選出区分等の取り扱いに関すること
役員等の定数及び任期、選出区分等の取り扱いに関しては、全国社会福祉協議会「市区町村社協経営指針」を参考にし、地域性を考慮しつつ、適格な人材を選出する。

８．組織及び事務機構に関すること 
組織及び事務機構に関しては、「市区町村社協経営指針」に基づき、「新市社会福祉協議会組織・機構整備方針」を策定し、新市社協運営が効果的に遂行できる体制を整える。

９．職員の身分の取扱いに関すること
職員の身分の取り扱いに関しては、全て新市社協の職員として引き継ぐものとし、職員定数については、「新市社会福祉協議会組織・機構整備方針」に基づき、合併時に調整する。職名・職階・給与については、調整のうえ統一する。

10．財源財務運営に関すること 
財源財務運営に関しては、「市区町村社協経営指針」に基づき、継続的に適切な事業評価やコスト把握のうえに立った中長期的な財政計画を策定し、公費確保のルール化や自主財源の確保など安定的な財政運営につとめる。

11．公設施設の運営管理に関すること
公設施設の運営に関しては、現在の施設を継続運営することを基本とし、統一した委託契約を締結するとともに、新市における総合福祉センター（仮称）の建設を推進する。ただし、介護保険事業における公設施設の使用に関しては、統一した使用契約を締結する必要がある。

12．各種事務事業の取扱いに関すること
各種事務事業の取り扱いに関しては、地域格差を是正したうえで、各種規程を整備

し、合理的な事務事業を遂行できる体制を整える。

13．各種募金・貸付・団体事務等に関すること
各種募金事務に関しては、新市における効果的な募金推進体制を確立し、公平かつ効果的に配分ができるよう、行政と社協の役割を明確化する。

各種福祉団体事務に関しては、当該団体の方針を尊重し、自主運営を基本として、新市連合組織の団体事務および、旧市町村支部の団体事務の統一した対応を図る。

14．地域福祉活動・ボランティアセンター・会費等に関すること
地域福祉活動・ボランティアセンター・会費等に関しては、住民の参画により委員会を組織し、新市社協の将来構想づくりと並行した調整を行う。

15．市町村等からの補助事業、受託事業に関すること
市町村等からの補助事業、受託事業に関しては、サービス格差が生じないよう、行政の調整方針に基づき、具体的な調整内容を提言し、合併年度及び翌年度の予算策定に反映すべく調整を図る。ただし、合併後すみやかに統一できないサービスについては、必要最小限の期間において経過措置を講じる。

16．介護保険事業・支援費事業に関すること
介護保険・支援費に関しては、現在の伊賀介護保険広域連合及び支援費担当所管と協議の上、介護保険事業所として独立した運営を図る。

17．その他必要な事項に関すること
　　上記の調整項目以外の項目に関しては、必要に応じ、合併協議会に上程する。
